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改定履歴
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①本資料の⽬的
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ＲｏＨＳ Ⅱ

中国ＲｏＨＳ

ＥＬＶ

ＲＥＡＣＨ

ＰＦＯＳ規制

ハロゲンフリー

玩具規制
規制物質＝６物質（１０００ｐｐｍ未満）
（カドミウムのみ１００ｐｐｍ未満、六価クロム、⽔銀、
鉛、ＰＢＤＥ、ＰＢＢ ＋フタル酸４種）
オープンスコープ化

規制物質＝４物質（１０００ｐｐｍ未満）
（鉛、⽔銀、カドミウムのみ１００ｐｐｍ未満、 六
価クロム）
部材受⼊検査の実施

⾼懸念物質ＳＶＨＣ
０．１ｗｔ％含有の場合、情報の伝達義務発⽣（含
有率、含有重量）

フタル酸エステル類６物質
合計１０００ｐｐｍ未満
⼯程の識別管理
購⼊部材にも表⽰の要請あり
部材の受⼊検査の実施
ラインの共⽤は可、切替時清掃が必要

含有率１０００ｐｐｍ未満
客先＆カナダの法律では、⾮含有
の指⽰
含有部品の切替推進中

臭素、塩素９００ｐｐｍ未満、合計で
１５００ｐｐｍ未満
A社、S社、So社以外のPa社等、要求顧客増加

表⽰義務、情報伝達
規制物質＝６物質
（カドミウム、六価クロム、⽔銀、鉛、Ｐ
ＢＤＥ、ＰＢＢ）

【本資料の目的】当社製品を取り巻く環境関連規制

⽔銀に関する⽔俣条約
⼀次採掘から貿易、⽔銀添加製品や製造⼯程での⽔銀
利⽤など、⼈の健康や環境に与えるリスクを低減するため
の包括的な規制を定める条約

殺⽣物性製品規則
殺⽣物性製品の上市には事前認可が必要であり、
殺⽣物性製品に含まれる活性物質は事前に承認を
得る必要がある。

No data, 
no market!

欧州化学品庁

製品の含有化学物質を取り巻く「法規制・顧客要求」は、
年々複雑化しており、これらを遵守するには標準化された基準・仕組み・体制が必要です⇒

当社のグリーン調達ガイドラインを制定
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【本資料の⽬的】グリーン調達ガイドラインを理解して頂くために

グリーン調達ガイドラインには、当社とお取引するうえで必要な
環境に関する要求事項を記載しています。

環境に関する様々な法規制・顧客要求を順守することを⽬的として、
当社のグリーン調達ガイドラインを制定しています。

本資料は、サプライヤー様に
「グリーン調達ガイドラインの重要な部分を理解頂き、

環境に関する当社要求事項に対し、正確かつ円滑な対応を頂く」
ことが⽬的です。
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【本資料の⽬的】グリーン調達ガイドライン

最新版は以下URLに
掲載しています

⽇本語︓http://www.j-display.com/company/procurement/supply.html
英語︓http://www.j-display.com/english/company/procurement/supply.html

（Ver.XX）

ＸＸ年 Ｘ月 Ｘ日
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②グリーン調達ガイドラインの要求事項
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【グリーン調達ガイドラインの要求事項】サプライヤー様に要求する資料について

各資料の詳細は「④調査⽤フォーマットの説明」のページをご参照ください。

ガイドラインで
要求する資料

新規の
サプライヤー様
取引前

新規
調達品※1
の採⽤時

更新調査時
※2 補⾜ 依頼・回答⽅法

取引先調査票
（監査シート） ◎ － ◎ ・JAMP発⾏の監査書式により、サプライヤー様の環境

取組体制を評価します
電⼦メール
（メールでの依頼・
回答はメール送信）

環境管理物質
不使⽤保証書 － ◎ ◎

・当社指定のフォーマット
・禁⽌物質の不使⽤保証を宣⾔頂きます。
・「別紙-構成表」「別紙-調査表」で調達品の構成情
報および化学物質情報の報告をして頂きます

jDesc
（システムでの依頼・
回答はWeb登録）

JAPIAシート － ◎ ◎ ・⽇本⾃動⾞部品⼯業会(JAPIA)が発⾏する100%
成分表フォーマット

分析報告書 － ◎ ◎
・RoHS、ハロゲン（塩素・臭素）の第３社機関発⾏
の精密分析報告書
※RoHSはフタル酸エステル類4種を含む

SDS(MSDS)
⼜は成分表 － ◎ ◎ ・SDS(MSDS)がない場合は材料メーカ発⾏の成分表

でも可

部品構成図 ◎
※対象部品限定

◎
※対象部品限定

・電⼦部品、FPC、LED、タッチパネル等が対象（※不
使⽤保証書内に記⼊例掲載）

※１︓ここでの調達品とは“製品に関わる材料等の調達品”を指します。（次ページ参照）
⇒「ジャパンディスプレイグループが販売する製品を構成する全ての調達品（完成品・システム構成品・ユニット
部・部品・材料・出荷⽤包装材など）」を総称

※２︓法規制改正・顧客要求・当社基準の改訂などをトリガにした更新調査です。

◎：必須
－：不要
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【グリーン調達ガイドラインの要求事項】製品に関わる材料等の調達品とは（参考）

製品に関わる材料等の調達品【参考】

１）当社製品の構成部材
基板ガラス、ターゲット、コート剤、フォトレジスト剤
カラーフィルター、液晶、配向剤、シール剤、スペーサ、導電ペースト
偏光板、タッチパネル、封⽌剤
バックライト、PCB基板（COF)、IC類、FPC、電気部品(抵抗・コンデンサ・コネクタなど）、ACF、
テープ類、フレーム類、接着剤類、シート類、ラベル 保護シート、タッチパネル、カバーガラス、はんだ、
ラベル印字⽤インク

２）当社製品を顧客に出荷するときに使⽤する包装部材
トレー、個装袋、テープ類、乾燥剤、梱包箱 など

※上記は「製品に関わる材料等の調達品」を具体的に理解して頂くための参考です。
ここに載っていない調達品でも当社製品に構成されるものは対象となります。
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【グリーン調達ガイドラインの要求事項】サプライヤー様との環境資料調査⽅法

含有化学物質管理システム（jDesc）

環境資料調査はjDescによるシステム運⽤です。
回答時はサプライヤー様はjDescに直接登録（Web登録）頂きます
詳細は「⑤調査依頼・回答⽅法（jDesc）」のページを参照ください

ｊDesc：ジェイデスク
JD Environmental information System  for Chemical substance

・JAPIAシート
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【グリーン調達ガイドラインの要求事項】その他の要求事項
＜特定顧客⽤の調達品 についての要求事項＞

特定顧客⽤の調達品を供給いただいているサプライヤー様には、
顧客からの要求により、以下のいずれかの提出をお願いする場合があります。

（１）報告書の提出関係
・環境管理物質不使⽤保証書を提出時点の⽇付で⾒直し、更新したもの
・分析報告書を再提出時点で「分析開始⽇が１年以内」のもの
・アンチモン、ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）、ヒ素、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ、
ベリリウム・・・等の分析報告書

（２）分析⽤部材の提出
・分析⽤の部材として、各部品の構成部材を３０ｇ

（３）頻度と時期
・基本的に提出頻度は年１回を予定
・提出時期は当社より都度連絡します

（４）その他
・特定の顧客より上記以外の要求がある場合は、
サプライヤー様にご提出をお願いさせて頂く場合もあります。

＜⾞載向け専⽤の調達品についての要求事項＞

ＩＭＤＳ（International Material Data System）の提出をサプライヤー様に要求する場合があります。なお、ＩＭＤＳ
で依頼しました場合は、「環境管理物質不使⽤保証書／JAPIAシート／分析報告書／SDS(MSDS)・⼜は成分表／部品
構成図」の資料は当社の顧客から要求がない限り基本的に提出を免除します。
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③製品含有禁⽌・管理物質基準
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【製品含有禁⽌・管理物質基準】製品含有禁⽌物質基準について－１

⽇本語：http://www.j-display.com/company/procurement/supply.html
英語：http://www.j-display.com/english/company/procurement/supply.html

当社では「表１︓製品含有禁⽌物質および
管理物質基準」に禁⽌物質・管理物質の

種類・規制値などを規定しています。

※最新版は以下URLに掲載しています
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【製品含有禁⽌・管理物質基準】製品含有禁⽌物質基準について－２

【製品含有禁⽌物質とは】
“製品に関わる材料等の調達品”に規制値を超えての含有や意図的添加を禁⽌する物質

【当社の禁⽌物質設定の考え⽅】
①欧州RoHS指令、REACH規則、化審法など国内外の含有化学物質に関する
法規制により禁⽌されている物質

②法規制の対象でなくとも、⼈体、環境への影響が懸念されており、
当社の顧客から禁⽌要求のある物質（ハロゲン、ＰＶＣ、アンチモン、ヒ素など）

③各禁⽌物質の規制値（閾値）は、当社の顧客要求を考慮したうえで設定
（顧客から法規制より厳しい規制値を要求される物質があります）

【禁⽌物質基準が適⽤となる調達品】
・ “製品に関わる材料等の調達品”が対象となります。
・2013年3⽉31⽇以前に認定済みの調達品は認定当時の禁⽌物質基準が適⽤されます。
（ただし2013年4⽉以降の当社新製品に流⽤する場合は新しい基準で再調査をさせて頂きます）
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【製品含有禁⽌・管理物質基準】製品含有禁⽌物質基準について－３
【禁⽌物質の使⽤許可運⽤】
品質・性能・安全・コスト等に影響するなどの理由で当社の禁⽌物質基準を保証できない場合は、以下
全てを確認できることを前提に使⽤可能とします。
・法規制に抵触しないことを保証いただく
・当社顧客要求の禁⽌物質基準に抵触しないこと（または顧客から許可承認があること）
・当社から要求する仕様書・図⾯に対象の材料名・型名が指定されていること

上記を環境管理物質不使⽤保証書で確認を⾏います。

【要求仕様書・図⾯との関係】
・グリーン調達ガイドラインの禁⽌物質基準と当社から要求される仕様書・図⾯の内容に⽭盾が⽣じる
場合は、要求される仕様書・図⾯の内容が優先されます

※顧客よりグリーン調達ガイドラインの禁⽌物質基準を超える要求がある場合は、仕様書・図⾯等で禁⽌
物質を追加要求する場合があります。

【欧州RoHS指令などの適⽤除外⽤途について】
・適⽤除外⽤途に該当する部材を使⽤する場合は事前に当社に報告頂きます。
（環境管理物質不使⽤保証書にて報告頂きます）

・法令にて適⽤除外⽤途の終了期限がある項⽬は、
基本は法令に定められる期限の１年前に当社への納⼊を禁⽌とします。
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【製品含有禁⽌・管理物質基準】製品含有管理物質について

【製品含有管理物質とは】
含有や意図的添加をしている場合に当社への報告が必要となる物質

REACH規則のSVHC（Substances of Very High Concern︓⾼懸念物質）を含む
物質を対象としています。

少量でも含有している場合は当社へご報告ください。
（環境管理物質不使⽤保証書およびJAPIAシートでご報告頂きます）
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④調査⽤フォーマットの説明
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④−１．取引先調査票（監査シート）
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【判定基準】

【調査⽤フォーマットの説明】取引先調査票（監査シート）－１／３

新規お取引を開始する場合は取引先調査票をご提出頂きます。
Ｓ・Ａランクを合格（優先取引）とし、Ｂ・Ｃランクは改善計画を要求します。

サプライヤー様の環境保全活動への取組み状況を評価します
【評価項⽬】

①ＩＳＯ９００１およびＩＳＯ１４００１外部認証を取得している、または取得計画があること。
②環境保全に対し、以下１９項⽬の取組みが積極的になされていること。

【評価⽅法】
当社指定の取引先調査票（監査シート）を作成してご提出頂きます。
評価⽅法は、書類監査または訪問監査により実施します。

5.5.4.2 供給者における製品含有化学物質の管理状況の確認
5.5.4.3 受⼊れ時における製品含有化学物質管理
5.5.4.4 外部委託先における製品含有化学物質の管理状況の確認
5.5.5.1 製造⼯程における管理 （変換⼯程の管理）
5.5.5.2 誤使⽤及び汚染の防⽌ （併⾏⽣産及び使⽤禁⽌物質の誤使⽤・汚染の管
理）
5.5.5.3 識別及びトレーサビリティ
5.5.6 変更の管理
5.5.7 製品の引渡し
5.5.8 不適合品発⽣時における対応
5.6 パフォーマンス評価及び改善

【更新評価】

5.1.3 製品含有化学物質管理の適⽤範囲の決定
5.2.2 ⽅針
5.2.3 組織の役割，責任及び権限
5.3.2 ⽬標及びそれを達成するための計画策定
5.4.2 ⼒量
5.4.5 ⽂書化した情報
5.5.2.1 顧客とのコミュニケーション
5.5.2.2 製品含有化学物質管理基準の明確化
5.5.3 設計・開発における製品含有化学物質管理
5.5.4.1 製品含有化学物質情報の⼊⼿及び確認

以下に規定する内容を総合的に判断して更新評価を実施します。
・製品含有化学物質管理システムに関する変更が⽣じたサプライヤー
・当社が定めるリスクの⾼い製品・部品を納品頂いているサプライヤー
・過去の監査結果
・その他、当社が必要と判断したサプライヤー

Ｓランク︓ＩＳＯ９００１およびＩＳＯ１４００１認証取得、かつ重点項⽬すべて適合かつ８５％以上
Ａランク︓ＩＳＯ９００１／ＩＳＯ１４００１のどちらか⼀⽅の認証取得もしくは両⽅未取得、かつ重点項⽬すべて適合かつ８５％以上
Ｂランク︓重点項⽬すべて適合かつ６０％以上８５％未満
Ｃランク︓６０％未満、もしくは重点項⽬の何れかが不適合、もしくは監査シート未提出の場合
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【調査⽤フォーマットの説明】取引先調査票（監査シート）－２ ／３

【取引先調査票（監査シート）】
アーティクルマネジメント推進協議会(JAMP)が発⾏する「実施項⽬⼀覧表兼チェックシート」を
基に、当社⽤にアレンジした監査シートです（以下URLよりダウンロード可）
http://www.j-display.com/company/procurement/supply.html（⽇本語）
http://www.j-display.com/english/company/procurement/supply.html（英語）

〜省略（全部で５９の確認項⽬があります）

サプライヤー様の標準類（規則・規定⽂書）および記録類（エビデンス）を
確認しながら、作成をお願いします。

※記載内容が曖昧な場合はエビデンスの提出を要求することもあります。
※回答内容やご対応に問題がある場合や、取り扱う製品等により実地監査を⾏う場合もあります。

フォーマットの記⼊要領を参照しながら作成ください。
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【調査⽤フォーマットの説明】取引先調査票（監査シート）－３ ／３

取引先調査票（監査シート）の依頼・回答⽅法

■依頼連絡⽅法
当社よりメールで提出を依頼します。

■回答納期
依頼するときに希望納期を連絡しますので、納期内でのご対応を
お願いします。（納期内での回答が不可の場合は依頼元と調整く
ださい）

■回答⽅法
メールでの回答送信をお願いします。
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④−２．環境管理物質不使⽤保証書
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【調査⽤フォーマットの説明】環境管理物質不使⽤保証書－１ ／１９
【環境管理物質不使⽤保証書（以下、保証書）について】
調査対象となる調達品について、当社のグリーン調達ガイドラインの禁⽌物質基準を満⾜していることを、
サプライヤー様より保証して頂くことを⽬的とした当社指定のフォーマットです。
保証書の構成は「保証書トップページ」「別紙－構成表」「別紙－調査表」があります。

「保証書トップページ」

・当社の禁⽌物質の不使⽤保証を宣⾔頂きます
・サプライヤー様・調達品の情報を記⼊頂きます
・懸念される項⽬を確認させて頂きます。

「別紙－構成表」

・調達品の原材料単位の構成情報を記⼊頂きます
・構成情報が把握しづらい部材は部品構成図を別に提出
頂きます
・各材料に紐づく、SDS（MSDS）・分析報告書の有無を
チェックして頂きます

「別紙－調査表」

・禁⽌物質・管理物質の含有情報を記⼊頂きます
・⾮開⽰物質について、禁⽌物質の含有有無を確認させ
て頂きます。

フォーマットは以下URLよりダウンロードできます
http://www.j-display.com/company/procurement/supply.html（⽇本語）
http://www.j-display.com/english/company/procurement/supply.html（英語）
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【調査⽤フォーマットの説明】環境管理物質不使⽤保証書－２ ／１９
【保証書トップページの記⼊要領①】

＜サプライヤー様の基本情報・印鑑記⼊欄＞
⽇付 ︓保証書の発⾏年⽉⽇を記⼊してください。
会社名 ︓サプライヤー様の会社名を記⼊ください。

※当社から⾒て⼀次取引先様がご記⼊ください。
部署名 ︓作成担当の部署名を記⼊ください。
役職 ︓責任者の役職を記⼊ください。
責任者名 ︓保証書を承認する責任者名を記⼊ください。
印鑑 ︓責任者印、または会社印をしてください。（電⼦印可）

※印鑑のないものは受理できません。
ＴＥＬ ︓当社から問合せする場合の電話番号を記⼊ください。
Ｅ－Ｍａｉｌ︓↑と同じく電⼦メールアドレスを記⼊ください。

①
①
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【調査⽤フォーマットの説明】環境管理物質不使⽤保証書－３ ／１９
【保証書トップページの記⼊要領②】

＜保証して頂く内容の選択＞
以下①または②の保証内容から適切な⽅を選択（□にレ点チェック）下さい。

「納⼊製品・部品はジャパンディスプレイ（ＪＤＩ）のグリーン調達ガイドライン「製品含有禁
⽌物質」について、
①規制値を超えた物質は使⽤していない事を保証致します。
②規制値を超えた物質を⼀部使⽤していますが、御社から使⽤が認められている特例製品で
す。特例以外の物質について規制値を超えた使⽤がないことを保証致します。」

②を選択される場合は、当社からサプライヤー様に要求する仕様書・図⾯に、「規制値を超えた
対象部材の品名や型番等が指定されていること」を確認してください。

指定されていない場合は、当社の設計・技術担当者へ申請の連絡をしてください。

禁⽌物質の規制値を超える部品・材料については原則として代替えをお願いしますが、品質・安
全・納期・コスト等に影響する場合は、関連する法令ならびに当社顧客の禁⽌物質基準に抵触
しないことを条件として特別採⽤を検討します。

②
②

コメント欄

規制値を超える物質を含有する場合はコメント欄に、
「対象物質」「含有部位名」「含有率」
および「当社の仕様書・図⾯に指定されている」と
いう内容を記⼊ください
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【調査⽤フォーマットの説明】環境管理物質不使⽤保証書－４ ／１９
【保証書トップページの記⼊要領③④⑤】

＜調達品の基本情報記⼊欄＞
保証対象となる調達品の以下情報を記⼊ください。
品名（⼀般名称）︓調達品の⼀般名称を記⼊ください。

（例えば、バックライト、ＦＰＣ（フレキシブル配線板）、
ドライバＩＣ、偏光板、液晶など）

ＪＤＩコード︓当社指定のＪＤＩ品⽬コード（９桁）を記⼊ください。
製造型名 ︓メーカー様の型名・型番を記⼊ください。
製造会社名 ︓製造するメーカー様の会社名を記⼊ください。
製造⼯場 ︓製造するメーカー様の⼯場名を記⼊ください。③

③

④
＜環境懸念物質の使⽤有無確認欄＞

ハロゲン（塩素・臭素）系化合物／アンチモン化合物／ヒ素化合物の使⽤についてご回答
ください。
使⽤している場合は当社より要求される仕様を満たしているかも確認してご回答ください。
※塩素・臭素系難燃剤、PVCを含む全ての塩素・臭素化合物を指し、均質材料中に塩素・臭素
900ppmまたは合計1500ppmを超える含有を「有」とする
※アンチモンもしくはアンチモン化合物を指し、均質材料中に700ppmを超える含有を「有」とする
※ヒ素もしくはヒ素化合物を指し、意図的添加による含有を「有」とする
これらの物質は法令上禁⽌ではありませんが、⼈的・環境に影響を及ぼす懸念物質として当社では
⾃主的に禁⽌しており、また当社の⼀部顧客からも禁⽌物質として指定されています。
品質や特性向上など様々な理由で代替えができない場合は、当社にて顧客基準に抵触しないことを
確認したうえで、仕様書・図⾯へ指定する運⽤で対応させて頂きます。

④

⑤

＜臭素・塩素系難燃剤の使⽤有無確認＞
臭素系難燃剤（BFR）または塩素系難燃剤（CFR）の使⽤についてご回答ください。
⑤
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【調査⽤フォーマットの説明】環境管理物質不使⽤保証書－５ ／１９
【保証書トップページの記⼊要領⑥⑦】

＜被覆線材・再⽣樹脂の使⽤有無確認欄＞
被覆線材または再⽣樹脂の使⽤についてご回答ください。
使⽤している場合は部品名、材料名称、原材料メーカーの情報をご記⼊ください。

※再⽣樹脂はポストコンシューマー材料、プレコンシューマー材料からなる樹脂材料が対象
＜ポストコンシューマー材料＞
製品として使⽤された後に、廃棄された材料または製品
＜プレコンシューマー材料＞
製品を製造する⼯程の廃棄ルートから発⽣する材料または不良品
ただし原料として同⼀の⼯程（⼯場）内でリサイクルされるものは除く

本確認の背景としては、被覆線材および再⽣樹脂には過去において欧州ＲｏＨＳ指令の
禁⽌物質が使⽤された部材であり、また、特定の顧客からは、本部材を使⽤する場合は、顧
客が認定している原材料メーカーを使⽤する要求があります。

⑥

⑥
⑦ ＜欧州RoHS指令の適⽤除外⽤途確認欄＞

適⽤除外⽤途に当てはまる部材かどうかについてご回答ください。

該当する場合は部品名、型名、適⽤除外コードを記⼊ください。

※適⽤除外コードは保証書フォーマットに付属している「欧州RoHS指令の適⽤除外⽤途
」を参照しながら、プルダウンメニューから選択ください。

※対象部品が３個以上ある場合は「別紙－適⽤除外部品リスト」に記⼊ください。

法規制では適⽤除外⽤途には終了期限の項⽬があり、当社では⾃主的に法令期限より事
前に期限を設定しています。期限付きの該当する部材については代替えを要求します。

⑦
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【調査⽤フォーマットの説明】環境管理物質不使⽤保証書－６ ／１９
【保証書トップページの記⼊要領⑧⑨⑩】

＜納⼊製品・部品の「出荷⽤包装材」確認欄＞
サプライヤ様がＪＤＩグループへの納⼊時に使⽤する”出荷⽤包装材”に、欧州ＲｏＨＳ
指令のフタル酸エステル類の使⽤有無について適切なほうを選択ください。
※出荷⽤包装材には部材を⼊れるトレー・リール・袋、部材に貼る保護フィルム、液状部材
の容器（蓋含む）・シリンジ等も含まれます。

⑧

⑨

⑩

⑧

＜当社の禁⽌物質⼀覧＞
当社で禁⽌している物質の⼀覧です。
（参考の⼀覧ですのでサプライヤー様が記⼊する欄ではありません）

規制値などの詳細はグリーン調達ガイドラインの「表１．製品含有禁⽌物質および管理物
質基準」を参照下さい。

＜コメント欄＞
当社に伝達しておきたい内容などある場合はご記⼊ください。

⑨

⑩
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＜サプライヤー様の基本情報記⼊欄＞
⽇付 ︓発⾏年⽉⽇を記⼊してください。
会社名 ︓サプライヤー様の会社名を記⼊ください。

※当社から⾒て⼀次取引先様がご記⼊ください。
品名（⼀般名称）︓調達品の⼀般名称を記⼊ください。
ＪＤＩコード︓当社指定のＪＤＩ品⽬コード（９桁）を記⼊ください。

【調査⽤フォーマットの説明】環境管理物質不使⽤保証書－７ ／１９
【別紙－構成表の記⼊要領①】

① ※デフォルトで保証書トップページに記⼊した情報が
⾃動反映されるように数式設定されています。

①
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＜構成表︓構成部品・原材料名の記⼊＞
調達品について部品の原材料レベルまで分解した構成情報を記⼊ください。

原材料レベルまでの構成表の記⼊例

【調査⽤フォーマットの説明】環境管理物質不使⽤保証書－８／１９
【別紙－構成表の記⼊要領②】

②

②

※書ききれない場合は
⾏を挿⼊して記⼊ください

バックライトユニット フレキシブル配線板（FPC） テープ類 偏光板 ドライバＩＣ
ﾌﾚｰﾑ ⾦めっき テープ基材 ｾﾊﾟﾚｰﾀ ダイ
導光板 ニッケルめっき 接着剤 粘着剤 ⾦バンプ
反射ｼｰﾄ カバーフィルム ⽀持体1
反射ｼｰﾄ粘着ﾃｰﾌﾟ カバー接着剤 ⽀持体2
拡散ｼｰﾄ 導体材 偏光⼦
ﾌﾟﾘｽﾞﾑｼｰﾄ下 ベースフィルム 表⾯処理
ﾌﾟﾘｽﾞﾑｼｰﾄ上 補強フィルム 保護フィルム基材
遮光両⾯ﾃｰﾌﾟ 補強フィルム接着剤
両⾯ﾃｰﾌﾟA
ｽﾍﾟｰｻ
ｽﾍﾟｰｻ粘着ﾃｰﾌﾟ
FPC-基材
FPC-カバーレイ
FPC-スルーホール表⾯メッキ
FPC-インク
⽩⾊LED-LEDﾀﾞｲ
⽩⾊LED-ﾘｰﾄﾞﾌﾚｰﾑ（⺟体）
⽩⾊LED-ﾘｰﾄﾞﾌﾚｰﾑ（銀ﾒｯ
ｷ）
⽩⾊LED-ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
⽩⾊LED-ﾀﾞｲﾎﾞﾝﾄﾞ樹脂
⽩⾊LED-ﾜｲﾔｰ
⽩⾊LED-ﾓｰﾙﾄﾞ樹脂
⽩⾊LED-蛍光体
⽩⾊LED-ﾓｰﾙﾄﾞ材
鉛ﾌﾘｰﾊﾝﾀﾞ

構成の中に、⼦部品がぶら下がる場合は、
「⼦部品名－原材料名」
「⼦部品名1－⼦部品名2・・・・－原材料名」
と原材料レベルまでの構成関係が分かるように記⼊
してください
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＜構成表︓型番の記⼊＞
各構成部品・原材料のメーカー型番を記⼊ください。
型番がない場合は「－」を記⼊ください。
社外秘の場合は「社外秘」を記⼊ください。

【調査⽤フォーマットの説明】環境管理物質不使⽤保証書－９／１９
【別紙－構成表の記⼊要領③④⑤】

③

③

④⑤
＜構成表︓メーカー名の記⼊＞
各構成部品・原材料のメーカーの社名を記⼊ください。
社外秘の場合は「社外秘」を記⼊ください。

④

＜構成表︓員数の記⼊＞
各構成部品・原材料の員数情報を記⼊ください。
（個数カウントできる部品・材料は単位を「P」で選択ください。）
（はんだなど個数カウントできない材料は単位を「mg」または「g」を選択し、
調達品1個あたりの重量を記⼊ください。）

⑤
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【別紙－構成表の記⼊要領⑥】

＜構成表︓分析報告書（ＲｏＨＳ）の有無チェック＞
各構成部品・原材料の欧州ＲｏＨＳ指令の禁⽌物質（カドミウム/鉛/⽔銀/
六価クロム（総クロム）/PBBs/PBDEs/DEHP/BBP/DBP/DIBP）の第三
者機関の分析報告書の有無を記⼊ください。

プルダウン形式になっており、
有の場合 ︓○
無の場合 ︓×
⽀給部材の場合︓JDI⽀給部材

から選択してください。

※カドミウム/鉛/⽔銀/六価クロム（総クロム）は包装材を含む全材料で必須で
す。×の場合は部品・原材料メーカーより⼊⼿するか、測定をお願いします。

※PBBs・PBDEs/DEHP/BBP/DBP/DIBPは樹脂材料（インク・塗料・合成
ゴム含む）は必須です。 包装材は任意とします。
（全臭素の分析結果をPBBsとPBDEsの結果として代⽤可）

※当社から⽀給される部材（JDI⽀給部材）については、⽀給部材に関する
分析報告書の提出は不要です。

分析報告書の詳細は本資料「④－４．分析報告書」を参照ください

【調査⽤フォーマットの説明】環境管理物質不使⽤保証書－１０ ／１９

⑥

⑥
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＜構成表︓分析報告書（ハロゲン）の有無チェック＞
各構成部品・原材料のハロゲン（塩素・臭素）の第三者機関の分析報告書の
有無を記⼊ください。

プルダウン形式になっており、
有の場合 ︓○
無の場合 ︓×
対象外の場合 ︓－（部品・原材料が⾦属・ガラス・セラミック材料の場合）
⽀給部材の場合 ︓JDI⽀給部材

から選択してください。

※ハロゲンの分析報告書は部品・原材料が樹脂材料は必須ですが、 ⾦属・ガラ
ス・セラミック材料は不要です。包装材は任意とします。

※樹脂材料で×の場合は部品・原材料メーカーより⼊⼿するか、測定をお願いし
ます。

※当社から⽀給される部材（JDI⽀給部材）については、⽀給部材に関する
分析報告書の提出は不要です。

分析報告書の詳細は本資料「④－４．分析報告書」を参照ください

【調査⽤フォーマットの説明】環境管理物質不使⽤保証書－１１ ／１９
【別紙－構成表の記⼊要領⑦】

⑦

⑦
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＜構成表︓SDS（MSDS）⼜は成分表の有無チェック＞
各構成部品・原材料のSDS（MSDS）の有無を記⼊してください。SDS（
MSDS）がない場合は成分表も可とします。

プルダウン形式になっており、
有の場合 ︓○
無の場合 ︓×
⽀給部材の場合︓JDI⽀給部材

から選択してください。

※×の場合は部品・原材料メーカーより⼊⼿してください。

※当社から⽀給される部材（JDI⽀給部材）については、⽀給部材に関する
SDS（MSDS）⼜は成分表の提出は不要です。

【調査⽤フォーマットの説明】環境管理物質不使⽤保証書－１２ ／１９
【別紙－構成表の記⼊要領⑧⑨】

⑧

⑧ ⑨

＜構成表︓備考欄の記⼊＞
分析報告書に当社の禁⽌物質基準の規制値を超えている場合は、その数値と
適⽤除外⽤途に該当する旨をご記⼊ください。
（例えば、「鉛12000ppm検出だがRoHS適⽤除外に該当します」など）

※備考欄に記⼊しきれない場合はコメント欄をご活⽤ください。

⑨

コメント欄
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＜部品構成図の作成＞
下記部材については、部品構成図も作成してご提出下さい。

・電⼦部品類 （IC・抵抗・コンデンサ・コネクタなど）、FPC、LED（LED-
FPC、サーミスタ含む）、タッチパネル

【調査⽤フォーマットの説明】環境管理物質不使⽤保証書－１３ ／１９
【部品構成図について】

⑩

⑩

トランジスターの例

電⼦基板（PCB基板）の例＜重要︕︕＞
・「部品構成図」については、不使⽤保
証書とは別のファイル（任意書式）で
jDescに登録願います。

・jDesc登録時に、登録⽂書名として
「部品構成図」を選択願います。

これらの部材は構成名称と原
材料の関係が分かり難いので、
構成部材毎の含有化学物質
情報を正確に確認するために
必要としています
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【調査⽤フォーマットの説明】環境管理物質不使⽤保証書－１４ ／１９
【別紙－調査表の記⼊要領①②】

①
＜サプライヤー様の基本情報記⼊欄＞
⽇付 ︓発⾏年⽉⽇を記⼊してください
会社名 ︓サプライヤー様の会社名を記⼊ください

※当社から⾒て⼀次取引先様がご記⼊ください。
品名（⼀般名称）︓調達品の⼀般名称を記⼊ください
ＪＤＩコード ︓当社指定のＪＤＩ品⽬コード（９桁）を記⼊ください

①② ※デフォルトで保証書トップページに記⼊し
た情報が⾃動反映されるように数式設定さ
れています。

＜重量の記⼊欄＞
調達品１個あたりの重量（単位︓ｍｇ⼜はg）を記⼊ください。
個数カウントができない場合は単位⻑さ・体積あたりの重量を記⼊ください
例．ＡＣＦの場合、「１ｍあたり○○ｍｇ」など

液体などの薬剤類の場合「100mＬあたり○○ｍｇ」など

②
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＜含有“有無”の記⼊欄＞
ＪＡＰＩＡシート、分析報告書、ＳＤＳ(ＭＳＤＳ)の成分情報をもとに表の調査対
象物質について含有有無をご記⼊下さい

表にある全ての物質群について、含有の「有」「無」をプルダウンメニューより選択ください

※規制値に関係なく、少量でも含有している場合は「有」を選択してください

※ＪＡＰＩＡシート、分析報告書、ＳＤＳ（MSDS）を確認しながら選択してください

【調査⽤フォーマットの説明】環境管理物質不使⽤保証書－１５ ／１９
【別紙－調査表の記⼊要領③】

③
③
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＜含有物質情報の記⼊欄＞
③で含有「有」を選択した場合は以下の情報を記⼊ください

【物質名】
物質名の⼀般名称を記⼊ください。

【CAS No．】
物質にCAS Noがある場合は記⼊ください。
ない場合は「－」を記⼊ください。

【均質材料含有率[ppm]】
均質材料に対する含有率（単位︓ppm）を記⼊ください。※SVHC

対象物質は製品重量に対する含有率を記⼊ください。
【部位・材料名称】
物質の含有している部位・材料名称を記⼊ください（構成表の名称に

合わせてください）
【⽬的・⽤途】
物質を含有している⽬的・⽤途を記⼊ください。
例．特性向上、不純物、残渣など

※少量でも含有している場合は規制値に関係なく「物質名」「CAS No.」「含有率」「
部位・材料名称」「⽬的・⽤途」「RoHS適⽤除外⽤途」をご記⼊下さい。
※JAPIAシートにCAS No.の記載が無い物質（Misc.not to declareなど）に、表
の調査対象物質を含有している場合についても、漏れなくご記⼊下さい。

【調査⽤フォーマットの説明】環境管理物質不使⽤保証書－１６ ／１９
【別紙－調査表の記⼊要領④】

④

④

※もし、同じ物質群が複数の部位に含有して
いる場合は、⾏の挿⼊や、セル内での改⾏を
して記⼊してください
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【調査⽤フォーマットの説明】環境管理物質不使⽤保証書－１７ ／１９
【別紙－調査表の記⼊要領⑤】

⑤ ＜適⽤除外⽤途の記⼊欄＞
欧州ＲｏＨＳ指令の適⽤除外⽤途に当てはまる物質を含有している場合は、
プルダウンメニューから該当するものを選択ください

※適⽤除外コードは保証書フォーマットに付属している「欧州RoHS指令の適⽤除外
⽤途」を参照してください。

⑤

※もし、⼤型製品の部材などで鉛等の除外コードが
複数存在するケースは⾏を追加してご記⼊ください
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【調査⽤フォーマットの説明】環境管理物質不使⽤保証書－１８ ／１９
【別紙－調査表の記⼊要領⑥】

⑥
＜備考・コメント欄＞
補⾜説明や、当社に伝達する内容がありましたら、備考またはコメント欄に記⼊ください。

⑥

⑥ コメント欄
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【調査⽤フォーマットの説明】環境管理物質不使⽤保証書－１９／１９

【保証書の記⼊に関する注意事項】

■Excelのフォーマットの「記⼊例」も参考にして作成をお願い致します。
■フォーマットを書き換えることは禁⽌します。
■必要事項の記⼊漏れ・間違いや印鑑忘れにご注意ください。
■当社から⾒て⼀次サプライヤー様が記⼊したものをご提出ください。
（例えば、「メーカー様⇒商社様⇒当社」の商流は、当社と
直接お取引を⾏う商社様がご記⼊ください。）

■jDescに登録するときはExcel、またはPDF形式でお願いします。
原紙での送付は不要です（要求された場合はご対応ください）
※電⼦ファイルは印刷可の設定で提出をお願いします。
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④－３．ＪＡＰＩＡシート
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【調査⽤フォーマットの説明】ＪＡＰＩＡシート
１．JAPIAシートとは︖

・部材の全成分報告⽤の業界共通フォーマット。（Excel形式で⽇本語・英語・中国語版あり）
・⽇本⾃動⾞部品⼯業会(JAPIA）から提供されており、主に国際的フォーマットのIMDS作成を補助するための成分表フォーマット
です。

２．JAPIAシート作成⽅法に関するマニュアル
・⽇本⾃動⾞部品⼯業会(JAPIA)のホームページにマニュアルが掲載されております。
・電⼦部品（トランジスタ・電⼦基板）、ラベル、テープ、めっきされた複合部品などの事例も掲載されています。

３．⽇本⾃動⾞部品⼯業会(JAPIA)のホームページ
＊⽇本語ページ︓https://www.japia.or.jp/work/kankyou/japiasheet/ ※すべての資料が掲載
＊英⽂ページ︓https://www.japia.or.jp/en/activities/environment/japiasheet/ ※英⽂版資料のみ掲載

４．JDI作成の「JAMA活⽤マニュアル」のご紹介
・旧JAMAシート記載項⽬や具体的な作成⽅法を記載した「JAMAシート活⽤マニュアル」を当社ホームページに掲載しています。
旧JAMAシートとJAPIAシートの基本的な操作⽅法は同じです。参考の位置づけとしてご活⽤ください。

＊⽇本語ページ︓http://www.j-display.com/company/procurement/supply.html
＊英⽂ページ︓http://www.j-display.com/english/company/procurement/supply.html

JAPIAシートが初めてのサプライヤー様は、
上記ＵＲＬ先に掲載のマニュアル類を、事前に一読願います。
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④－４．分析報告書
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【調査⽤フォーマットの説明】分析報告書－１／６

当社が要求する分析報告書は（１）〜（７）を満たすものです。
何れかを満たさない場合は再提出を要求します。

（１）分析対象材料︓
調達品の構成部材毎に、以下の例の様に全ての均質材料毎で分析を⾏ってください。

③レジスト

①素材

②メッキ

⑤プリフラックス
④印刷・捺印インキ

③レジスト

①素材

②メッキ

⑤プリフラックス
④印刷・捺印インキ

⑥銅箔

例１）プリント基板

①芯線

②絶縁体
⑤シールド材

③介在物１

⑥シース

④介在物２

例２）線材
メッキと母材は必ず分けて分析して下さい！

①メッキ（表面処理）の分析

※無電解ニッケルメッキには鉛が意図的に含有されてます！
電解・無電解を明確にしてください

１．鋼板＋メッキ（表面処理）・塗装など

②鋼板の分析
※ブリキは均質素材ではありません

２．電子部品の端子メッキ(一次・二次）

③二次メッキの分析

①導体の分析

②一次メッキの分析

鋼 板

※メッキ液の分析は意味がありません

メッキと母材は必ず分けて分析して下さい！

①メッキ（表面処理）の分析

※無電解ニッケルメッキには鉛が意図的に含有されてます！
電解・無電解を明確にしてください

１．鋼板＋メッキ（表面処理）・塗装など

②鋼板の分析
※ブリキは均質素材ではありません

２．電子部品の端子メッキ(一次・二次）

③二次メッキの分析

①導体の分析

②一次メッキの分析

鋼 板

※メッキ液の分析は意味がありません

例３）メッキ

※当社の顧客から要求がある場合は、調達品が液状のもの（以下例）は製品成型後の状態（乾燥後）にしてから
分析を⾏ってください。（例︓フラックス、接着剤、コーティング剤、ペースト剤、インク、塗料、レジスト類）
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【調査⽤フォーマットの説明】分析報告書－２／６

（２）分析対象物質︓表１を満たすように欧州RoHSの６物質とフタル酸エステル類４物質
および塩素、臭素について、⾼精度定量分析を⾏ってください

分析対象の物質
製品に関わる調達品

梱包材・包装材樹脂材料
（インク・塗料・合成ゴム含む）

樹脂材料以外
（⾦属・ガラス・セラミック）

カドミウム（Ｃｄ） 必須 必須 必須
鉛（Ｐｂ） 必須 必須 必須

⽔銀（Ｈｇ） 必須 必須 必須
六価クロム（Ｃｒ（Ⅵ））

注１） 必須 必須 必須

ＰＢＢｓ 注２） 必須 任意 任意
ＰＢＤＥｓ 注２） 必須 任意 任意

塩素（Ｃｌ） 必須 任意 任意
臭素（Ｂｒ） 必須 任意 任意

フタル酸エステル類
（DEHP、BBP、DBP、

DIBP）
必須 任意 任意

表１ 分析対象の物質

注１） Cr（Ⅵ）については総Cr分析が検出下限以下であれば代⽤も可能です。
注２） 臭素の分析が検出限界以下であればＰＢＢｓ、ＰＢＤＥｓの分析は不要です。
ＰＢＢｓ、ＰＢＤＥｓは全異性体の分析が必要です。（ＰＢＢｓ、ＰＢＤＥｓとも各１０種）

ハロゲン（塩素・臭素）

欧州RoHSの６物質

欧州RoHS
フタル酸エステル類
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【調査⽤フォーマットの説明】分析報告書－３／６

（３）分析⽅法︓当社推奨の検出限界および分析⽅法（表２）を満たすように⾼精度定量分析を
⾏ってください。なお、蛍光Ｘ線分析は精度が不⼗分ですので分析報告書として受理しません。

表２ 各物質の推奨検出限界と推奨分析⽅法
分析対象物質 推奨検出限界 推奨分析⽅法

前処理 分析
カドミウム（Ｃｄ） ２ｐｐｍ 以下

IEC62321

ＩＣＰ発光分光法鉛（Ｐｂ） １０ｐｐｍ以下
⽔銀（Ｈｇ） ２ｐｐｍ以下

六価クロム
（Ｃｒ（Ⅵ）） ２ｐｐｍ以下 ＩＣＰ発光分光法、ＵＶ－Ｖｉｓ

ＰＢＢｓ ５ｐｐｍ以下
ガスクロマトグラフ質量分析法

ＰＢＤＥｓ ５ｐｐｍ以下
塩素（Ｃｌ） ５０ｐｐｍ以下 EN14582 イオンクロマトグラフ法
臭素（Ｂｒ） ５０ｐｐｍ以下

フタル酸エステル類
（DEHP、BBP、DBP、

DIBP）
５０ｐｐｍ以下 IEC62321 ガスクロマトグラフ質量分析法

（補⾜） ・ＩＥＣ６２３２１で定めたCr(Ⅵ)分析のスポットテストは、定量分析では無いため、⾼精度分析として認めません。
・ＣｄとＰｂの前処理で沈殿物（不溶物）は、何らかの⽅法（アルカリ溶融法など）で完全に溶解して溶液化することが必要とし、EN 71-3:1994、ASTMF963-96a、
ASTM F963-03、ASTM D 5517、ISO 8124-3:1997 に代表される溶出法は、前処理として不適⽤とします。また、EN1122:2001 は鉛に対する前処理法としては不適⽤とします。
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【調査⽤フォーマットの説明】分析報告書－４／６

（４）分析報告書の記⼊項⽬
分析報告書には少なくとも下記事項について明記されているものをご提出ください。

１．前処理法（Pre-conditioning method）︔
公定法を使⽤した場合はその名前を、記載してください
公定法と異なる⽅法の場合はその⽅法を記載してください

２．分析⽅法（Measurement method）︔測定法名あるいは公定法名を記⼊して
ください。

３．分析者名、測定責任者名、分析機関名
４．分析⽇
５．分析結果（N.D.(not detectable)の場合は、定量下限値も）
６．分析フローチャート 注３）

注３） 樹脂材料（インク・塗料・合成ゴム）のカドミウム（Cd）と鉛（Pb）の前処理において、
完全に溶解して溶液化させた旨を「完全溶解した」と分析報告書または分析フローチャート上に必
ず記⼊してください。
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【調査⽤フォーマットの説明】分析報告書－５／６

（５）分析機関
第三者機関且つISO17025 認証取得済み機関で分析を⾏ってください。

（６）分析報告書の有効期限
分析⽇が２年以内のものをご提出ください。

特定の顧客からの要求によっては１年以内のものを要求させて頂く場合もあります。

（７）分析報告書の⾔語
英語（もしくは英語併記）の報告書をご提出ください（⽇本語のみ、中⽂のみは受理できません）
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【調査⽤フォーマットの説明】分析報告書－６／６

分析対象物質 分析対象の材料・材質 分析⽅法
カドミウム（Ｃｄ） すべての材料 IEC62321

もしくは当社が事前に承諾しているその他の⽅法鉛（Ｐｂ）
⽔銀（Ｈｇ）

六価クロム（Ｃｒ（Ⅵ））
ＰＢＢｓ ⾦属・ガラス・セラミックを除くすべての材料

ＰＢＤＥｓ
フタル酸エステル類

（DEHP、BBP、DBP、DIBP）
塩素（Ｃｌ） ⾦属・セラミックを除くすべての材料 EN14582 、US EPA SW-846 5050/9056

もしくは当社が事前に承諾しているその他の⽅法臭素（Ｂｒ）
ヒ素（Ａｓ） ガラス Total acid digestion followed by ICP-MS

ベリリウム（Ｂｅ） 銅およびべリリアセラミックを含む⾦属合⾦
※⾦属、合⾦、はんだに関しては、分析報告書の代わりに、組成に関する詳細情報が記載された
認定ミルテスト報告書（別名「ミルシート」）の提出でも容認します）

US EPA 3050B 、US EPA 3052
もしくは当社が事前に承諾しているその他の⽅法

ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ インク、塗料、レザー、繊維、およびコーティング DIN CEN/TS 15968
もしくは当社が事前に承諾しているその他の⽅法

＜必須条件＞以下の条件を全て満たすこと
①均質材料毎に分析を⾏うこと。均質材料は全体が均⼀に構成されている単⼀の材料、または材料を組み合わせて構成されている材料であり、機械的な⽅法でそれ以上に分離することができないもの。
②完成状態（市場で使⽤される状態）のサンプルで分析を⾏うこと。

→インク・塗料・接着剤は塗布前の液状態の分析ではなく、乾燥後の硬化した状態で分析すること。
→はんだフラックス・はんだペーストは実装後の熱処理したあとの状態で分析すること。
⽷はんだやはんだペーストは合⾦とフラックスに分離して別々に分析すること。なお、残留フラックスを除去する洗浄プロセスがある場合は分離しないままの分析でも可とする。

→メッキを含むコーティング類は、コーティング処理後（メッキ処理後）の状態で分析すること。なお、基材から機械的に剥がせないコーティング類の場合は、コーティング処理（メッキ処理）を施した後の基材の分
析でも可とする。処理前の液状態（メッキ液）での分析は不可とする。
③第三者機関且つＩＳＯ１７０２５認証取得済みの機関発⾏の分析報告書であること。
④分析⽇は２年以内であること。 ※当社が特定顧客に提出する時点で２年以内の必要があるのでサプライヤー様に対しては⼀定の期間を考慮したマージンを設けて要求する場合があります。
⑤分析報告書の記⼊項⽬は、前⾴の（４）を満たすことに加え、以下も満たすこと。

「英⽂（他⾔語との併記可）であること」 「報告書内の分析サンプルの名称（Description）は、対象材料であることが判別可能な名称であること」
「分析サンプルの写真を載せること」 「分析機関発⾏のオリジナルpdfファイルであること。図印刷や加⼯が施されているpdfファイルは不可。」

表．当社特定顧客の分析報告書要求

（８）当社特定顧客向けの分析報告書について
当社特定顧客向けの部材を納品されるサプライヤー様に対しては、以下表の分析報告書の

提出を個別に要求しますのでご対応ください。
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【調査⽤フォーマットの説明】分析報告書（欧州ＲｏＨＳ分析の参考例－１／２）

分析⽇（この場合は2012年11⽉7⽇）
この⽇付が２年以内であることを確認ください

分析対象の部材名称

第三者機関の報告書No

公定法

分析⽅法
（公定法）

検出
限界値

分析
結果分析値の

単位
分析対象の

物質名

分析機関名
（責任者サインまたは印鑑）

分析報告書に「⾚字に該当する内容」の記載がない場合は、受理できません



Copyright 2022 Japan Display Inc. All Rights Reserved. Slide 53

【調査⽤フォーマットの説明】分析報告書（欧州ＲｏＨＳ分析の参考例－２／２）

分析者・責任者名

分析フローチャート（Cd・Pb・Hg・Cr6+）
前処理（Cd・Pb）で「完全溶解(dissolved totally)」したという⽂⾔

分析フローチャート（PBBs・PBDEs）

分析対象部材の写真（あると良い）

分析報告書に「⾚字に該当する内容」の記載がない場合は、受理できません
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【調査⽤フォーマットの説明】分析報告書（塩素・臭素分析の参考例－１／１）

分析報告書に「⾚字に該当する内容」の記載がない場合は、受理できません

塩素・臭素の分析結果
公定法

分析者・責任者名
分析フローチャート（ハロゲン）

分析対象の部材名称

分析⽇（この場合は2012年11⽉7⽇）
この⽇付が２年以内であることを確認ください

分析機関名
（責任者サインまたは印鑑）

分析対象部材の写真（あると良い）

分析⽅法
（公定法）

検出
限界値

分析
結果

分析値の
単位

分析対象の
物質名

第三者機関の報告書No
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【調査⽤フォーマットの説明】分析報告書（フタル酸エステル類分析の参考例－１／１）

分析報告書に「⾚字に該当する内容」の記載がない場合は、受理できません

分析対象の部材名称

分析⽇（この場合は2015年12⽉7⽇）
この⽇付が２年以内で
あることを確認ください

分析機関名
（責任者サインまたは印鑑）

第三者機関の報告書No

分析⽅法（公定
法）

検出
限界値

分析
結果

分析値
の単位

分析対象の
物質名

分析フローチャート（フタル酸）

分析対象部材の写真（あると良い）

分析対象の部材名称
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④－５．ＳＤＳ（ＭＳＤＳ）又は成分表
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【調査⽤フォーマットの説明】SDS（成分表）

SDS︓安全データシート、Safety Data Sheet
MSDS︓製品安全データシート、Material Safety Data Sheet

・JAPIAシートに記⼊される成分情報エビデンスとしてSDS(MSDS)
をご提出ください。

・ SDS(MSDS)は調達品を構成する部材または均質材料毎でご提
出をお願いします。

・原則としてSDS(MSDS)は英⽂の書⾯をご提出ください。

・ SDS(MSDS)がない場合は部材、または原材料メーカが発⾏する
成分表（材料証明書等、フォームは問いません）をご提出ください。

※サプライヤチェーンの上流に遡った成分情報確認が主⽬的のため、
サプライヤー様が作成される成分表はエビデンスとして認められません。
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⑤調査依頼・回答方法（jDesc）
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調査依頼・回答⽅法（jDesc） ＜環境調査とjDescシステムの関係まとめ＞

１．環境調査回答の⽅法について︓
・前述の「サプライヤー様に要求する資料について」に詳細の通り、回答⽅法は以下の通り。
①メールでの回答︓ 「取引先調査票（監査シート）」のみ
②jDesc（含有化学物質管理システム）での回答︓ 上記以外の資料すべて

２．jDescシステム利⽤にあたっての事前準備︓
・事前にシステム利⽤申込⼿続きが必要です。ID、パスワードを発⾏します。
・jDesc利⽤申込書を記⼊のうえ申請ください。（申請書は以下URLにあります）

３．jDescシステム利⽤の環境調査に関する基本的な流れ︓
① JDI からサプライヤー様へ調査依頼 ＜Web経由＞
② サプライヤー様が、環境調査回答（各提出資料） ＜Web経由＞
③ JDI からサプライヤー様へ、資料確認結果のご連絡（承認・再調査等）＜Web経由＞

４．jDesc操作⽅法︓
＊以下URLのjDescシステム操作マニュアルを参照願います。
＊⽇本語ページ︓http://www.j-display.com/company/procurement/supply.html
＊英⽂ページ︓http://www.j-display.com/english/company/procurement/supply.html
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⑥注意事項・要点
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【注意事項・要点】

・分析報告書やSDS(MSDS)などjDescで要求される各資料は、製品開発スケジュールを考慮した
提出ができるように準備をお願いします。
（依頼が来てから準備を始める、は遅いです。当社にいつでも提出できるように仕様がほぼ固まったら
率先して準備をお願いします。）

・ 様々な理由により規制値を超える禁⽌物質を使⽤する場合は、対象の部材について当社要求の
仕様書・図⾯に指定されているかを確認してください。

・顧客によっては開発早期のタイミングで当社に資料要求があります。これに対応するため試作段階
（試作コード）でサプライヤー様に調査依頼を⾏う場合もあります。
その場合は量産⽤コードと合わせて２度の調査依頼になります。ご協⼒お願いします。
なお、サプライヤー様の各種登録データはjDescシステム内に保存されておりますので、サプライヤー様
が量産時再回答の際は、試作時に登録した各種データを、活⽤することができます。

・JAPIAシートの作成経験がない場合は、各マニュアルを参考に事前に作成するなどしてください。

・法規制改正や顧客調査依頼の内容によっては、本資料で要求している以外の調査依頼や資料を
要求する場合もありますのでご対応ください。
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